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４ 医療保健部の所管事項について 
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（１）地域医療体制整備の促進 

   【医療政策課、医療介護人材課、健康推進課、薬務課、医療保健総務課】 

 

１ 三重県医療計画の推進 

  医療を取り巻く変化に対応すべく、患者本位の良質かつ適切な医療を効率的に提

供する体制を構築するため、「第７次三重県医療計画」を、平成 30 年３月に策定し

ました。 

令和３年３月には、同計画の中間評価を行い、「現計画の継続性・一貫性の確保」

「医療を取り巻く環境の変化や新たな制度の創設等への対応」「これまでの取組に

よる成果の把握および抽出された課題への対応」という方向性のもと、新型コロナ

ウイルス感染症をふまえた感染症対策等、必要な見直しを行いました。 

  なお、令和３年の医療法改正により、新興感染症等の感染拡大時に必要な対策が

機動的に講じられるよう、次期医療計画から、記載事項に新興感染症等の対応が追

加されました。 

これらをふまえた医療計画の推進にあたっては、「三重の健康づくり基本計画」や

「三重県介護保険事業支援計画」など、その他の関連する施策と連携を図りつつ、

毎年度、数値目標に対する取組の進捗状況を確認・検証することで、着実な推進に

取り組んでいきます。 

 

２ 地域医療構想 

  団塊の世代が 75 歳以上となる 2025（令和７）年を見据え、地域にふさわしいバ

ランスのとれた医療機能の分化・連携を適切に推進するために、医療計画の一部と

して「三重県地域医療構想」を平成 29 年３月に策定しました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、同感染症への対応を最優先とすること

で、令和２年度については、地域医療構想調整会議の開催が３構想区域にとどまる

など、地域医療構想の議論は限定的とならざるを得ない状況が続いてきましたが、

令和３年度には全８構想区域において、地域医療構想調整会議を開催し、新型コロ

ナウイルス感染症をふまえた医療提供体制に係る意見交換を実施するなど、協議を

再開したところです。 

一方、国は令和４年３月に各都道府県に対して、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が改めて認識されたことを十分に考

慮した上で、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策

定や検証・見直しを令和４年度および令和５年度に行うよう、要請しました。 

これに加え、公立病院については、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、

「公立病院経営強化プラン」を令和４年度または令和５年度中に策定することにつ

いても、国は各地方公共団体に要請しました。 

今後は、新型コロナウイルス感染症が地域の医療提供体制に与えた課題をしっか

りと検証した上で、地域医療構想調整会議等において、各医療機関の対応方針の見

直し等に係る地域の実情をふまえた丁寧な協議を引き続き進めていきます。 
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３ 医師確保対策 

  令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計によると、三重県の人口 10 万人あたり医

師数は、231.6 人と全国平均の 256.6 人を下回り、国から示された都道府県ごとの

医師偏在指標は下位（医師少数都道府県）に位置づけられるなど医師の確保が課題

となっています。 

  これまで医師確保対策を総合的に推進した結果、過去 10 年間（平成 22 年～令和

2 年）の医師数は、10 万人あたり 41.5 人増加するなど着実に増えていますが、依

然として医師数は不足している状況にあり、また、地域偏在等の課題もあることか

ら、「三重県医師確保計画」に基づき、引き続き、医師の総数確保や偏在解消に向け

た取組を進めます。 

 

      
出典：厚生労働省「令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計」 

 

４ 看護職員確保対策 

  令和２年衛生行政報告例によると、三重県の人口 10 万人あたり看護師数は、

1,009.2 人と全国平均の 1,015.4 人を下回っています。また、県が令和２年９月に

策定した需給推計でも不足が見込まれるなど、看護職員の確保が課題となっていま

す。 

看護職員修学資金の貸与やナースセンターへの登録促進・復職支援等の取組によ

り、看護職員数は年々増加傾向にありますが、引き続き、看護職員の確保に向け、

三重県看護職員確保対策検討会での議論をふまえ、県全体の看護職員の確保に努め

るとともに、訪問看護等在宅医療を担う看護職員の育成を促進するなど、領域別偏

在の解消に向けた取組を進めます。 

  また、特定行為研修の受講促進や、新型コロナウイルス感染症等に対応する感染

管理認定看護師の育成を進めるなど、看護職員の資質向上に取り組みます。 

  助産師については、修学資金の貸与や助産師出向支援導入事業により、引き続き、

助産師の確保に取り組みます。 
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５ 医療勤務環境の改善 

  医療従事者は、長時間勤務や当直、夜勤など厳しい勤務環境にあることから、医

療従事者の離職防止や医療安全の確保を図るため、医療機関の勤務環境改善を促進

していく必要があります。 

  医療従事者の働き方改革が進められる中、各医療機関が取り組む勤務環境の改善

を支援するため、病院内保育所に対する運営支援や三重県医療勤務環境改善支援セ

ンターにおける相談支援を実施するとともに、平成 27 年度に創設した「女性が働

きやすい医療機関」認証制度において、これまでに 18 医療機関（病院 12、診療所

６）の認証を行いました。 

  今後も、相談支援や制度の周知を図り、医療機関の主体的な取組を通じて、医療

従事者が働きやすい環境づくりの促進を図ります。 

 

６ 救急医療体制整備 

  救急搬送される人員数が増加傾向にあるなか、休日、夜間においても安心して医

療機関を受診できる救急医療体制の整備が必要です。このため、重症患者に対応す

る救命救急センターの運営、ドクターヘリの運航等に対し、引き続き、支援を行い

ます。また、比較的軽症な患者を対象に、初期救急医療に関する情報を提供するた

め、「医療ネットみえ」の運営やコールセンターによる電話案内を行います。 

  さらに、県民が救急医療に対する理解を深め、一人ひとりの受診行動を変えるた

め、かかりつけ医の必要性や適切な受診等に関する普及啓発を行います。 

  なお、未整備となっていた高度救命救急センターについては、三重大学医学部附

属病院への指定に向け準備を進めます。 

 

 

 

 

 

   

全国

就業者数 人口10万対 人口10万対

看護師 17,866 1,009.2 1,015.4

保健師 798 45.1 44.1

助産師 464 26.2 30.1

准看護師 4,482 253.2 225.6

三重県

令和２年看護職員従事者数　　　　　　　  　　（人）

出典：厚生労働省「令和２年衛生行政報告例」
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７ 災害医療体制整備 

  北海道胆振東部地震や西日本豪雨災害などの対応を教訓に、大規模災害発生時の

保健医療活動提供体制を整備することが必要です。そのため、災害時においても必

要な医療が提供できるよう、県内すべての病院でＢＣＰの考え方に基づく災害対応

マニュアルの整備と定着化を図るため、地域別の研修会を開催し、令和３年度まで

に約 6割の病院でマニュアルを整備しました。引き続き、県内すべての病院でマニ

ュアルの整備と定着化が進むよう取組を進めます。 

  また、災害医療に精通した人材の育成や災害医療関係者の連携強化を図るため、

災害医療コーディネーターや、医師、看護師をはじめとする医療従事者に対する研

修会等の開催や厚生労働省が主催するＤＭＡＴ※１（災害派遣医療チーム）養成研修

への参加を促進するとともに、地域災害医療対策会議等の開催により関係者間の連

携強化を図ります。 

さらに、ＤＰＡＴ※２（災害派遣精神医療チーム）については、研修会の開催等に

よる人材の育成やＤＭＡＴ等の災害医療関係者と連携強化に取り組むとともに、災

害拠点精神科病院の指定を検討するなど、災害精神医療体制の強化を図ります。 

  加えて、災害薬事コーディネーターの継続的な研修や連携のための会議を行うな

ど、災害時の円滑な医薬品等の供給体制の充実を図るとともに、ＤＨＥＡＴ※３（災

害時健康危機管理支援チーム）の体制強化のため、県職員が構成員となるべく専門

研修に参加します。 

 

 

 

 

 

全国および三重県における救急搬送人員の推移（暦年） 

全国 三重県 

出典：消防庁「救急・救助の現況」 
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※１ DMAT(Disaster Medical Assistance Team/災害派遣医療チーム) 

→医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規模災害

や多数の傷病者が発生した事故などの現場において活動できる専門的な訓練を受けた医療チー

ム 

※2 DPAT（Disaster Psychiatric Assistance Team/災害派遣精神医療チーム） 

→精神科医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規

模災害や、深刻な事件や事故が発生した際、精神科医療機関の支援や被災者の心のケア活動等

を担う精神医療チーム 

※3 DHEAT（Disaster Health Emergency Assistance Team/災害時健康危機管理支援チーム） 

 →公衆衛生医師・保健師・業務調整員のほか、薬剤師・獣医師・管理栄養士・精神保健福祉士・臨

床心理技術者などで構成され、大規模自然災害等の発生時に、被災地で保健医療支援活動に必

要な情報を収集・評価し、地方公共団体の健康危機管理活動を支援する公衆衛生対策の専門家

チーム 

 

８ 医療安全対策 

  急速に少子高齢化が進む中、限りある医療資源を効率的かつ効果的に活用してい

く必要がある一方で、医療の質を確保するという観点から、医療安全対策の重要性

が高まっています。 

  県では、県民、とりわけ医療に関する患者・家族に対し、三重県医療安全支援セ

ンターの相談窓口を設置し、医療に関する相談や苦情に引き続き対応するとともに、

医療安全の関係団体等で構成する三重県医療安全推進協議会において、地域におけ

る医療安全の推進方策を協議しています。 

  院内感染対策については、平成 28 年２月に発足した三重県感染対策支援ネット

ワーク（Mie Infection Control Network「Mie ＩＣ Net」）において、院内感染対

策に係る相談等支援や微生物サーベイランス、感染対策研修会等を実施するなど医

療従事者の人材育成に引き続き取り組むとともに、医療関係者等によるネットワー

ク運営会議を活用し、ネットワーク事業の充実を図っていきます。 
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（２）がん対策、循環器病対策の推進【医療政策課】 

 

がん、循環器病（脳卒中、心臓病等）は、県内における死亡原因の約５割を占め、

毎年、約１万人が亡くなるなど、県民の生命及び健康に重大な影響を及ぼす疾患であ

ることから、総合的かつ計画的な対策が求められています。 

 

１ がん対策の推進 

「三重県がん対策推進計画（第４期三重県がん対策戦略プラン）」および「三重県

がん対策推進条例」に基づき、さまざまな主体が連携・協力し、がん対策を進めて

います。 

 

（１）がん予防・早期発見の推進 

がんに関する正しい知識や検診による早期発見の重要性、生活習慣の改善等に

ついて、がん征圧月間（９月）や各種イベント等におけるポスターの掲示やパン

フレットの配布、学校におけるがん教育等により、広く普及啓発を行っています。 

がん検診については、市町におけるがん検診受診率、精密検査受診率の向上に

係る取組を促進するため、研修会の開催や好事例の情報共有などを行っています。

また、市町の取組のさらなる進展のため、ナッジ理論などの新たな手法を活用し

た受診勧奨の取組を支援します。 

 

（２）がん医療の充実 

居住する地域に関わらず、がん患者が標準的・集学的治療を受けられるよう、

がん診療連携拠点病院を中心に県内のがん診療連携体制を構築しています。引き

続き、がん治療に携わる医療機関の施設・設備の整備を支援するなど、体制の一

層の充実を図ります。 

また、「がん登録の推進に関する法律」に基づく全国がん登録において、医療従

事者を対象とした研修会を開催するなど、精度の高いがん情報の収集に努めてい

ます。がん登録によって得られた罹患率・死亡率等のデータについては、分析の

上市町や医療機関等に提供するなど、引き続き情報の利活用を進めます。 

 

（３）がんとの共生 

がん患者の治療と仕事の両立を支援できる環境を整備するため、労働局等の関

係機関と連携し、事業者に対する説明会等を通じて、がんに関する正しい知識の

普及に努めています。 

三重県がん相談支援センターにおいては、がん患者やその家族のための相談や

情報提供を行うとともに、社会保険労務士による就労相談を実施しています。 

がん患者が、それぞれの状況に応じ、治療の早期から適切な支援を受けられる

よう、引き続き、相談支援体制や情報提供の充実を図ります。 
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２ 循環器病対策の推進 

  令和元年 12 月、「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器

病に係る対策に関する基本法」が施行され、令和２年 10 月には、国の「循環器病

対策推進基本計画」が策定されました。 

  これらをふまえ、本県においては、三重県循環器病対策推進協議会を設置すると

ともに、国の循環器病対策推進基本計画を基本として、令和４年３月に「三重県循

環器病対策推進計画」を策定しました。 

この推進計画に基づき、三重県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に

対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供、循環器病に関する基盤整備等の

循環器病対策を総合的かつ計画的に推進します。 

令和４年度については、大学や医療機関、医療関係団体等と連携し、循環器病に

関する啓発資材を作成するとともに、県政だよりみえを始めとする広報手段なども

活用しながら循環器病の予防や正しい知識の普及啓発を行うことにより、県民に対

して循環器病の早期発見や早期治療・重症化予防を働きかけます。 
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（３）介護保険制度の円滑な運用と地域包括ケアの体制整備 

【長寿介護課、医療介護人材課】 
 

高齢化の進行に伴い、一人暮らしや認知症、介護が必要な方の増加が見込まれてお

り、高齢者の安全・安心な生活を確保することが一層重要となっています。 

このような中、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、医療、

介護、予防、住まい、生活支援のサービスを切れ目なく一体的に提供する地域包括ケ

アシステムの深化・推進が急務となっています。 

 

＜高齢者世帯の状況（三重県）＞ 

  一般世帯数        世帯主の年齢が 65 歳以上の世帯数 

       単身世帯数 夫婦のみの世帯数 

  Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ Ｃ／Ｂ Ｄ Ｄ／Ｂ 

平成 22（2010）年度 703,253 234,515 33.3% 65,730 28.0% 86,154 36.7% 

平成 27（2015）年度 718,934 269,853 37.5% 77,544 28.7% 99,303 36.8% 

令和２ （2020）年度 741,183 289,027 39.0% 88,354 30.6% 105,450 36.9% 

令和７ （2025）年度 712,359 291,076 40.9% 97,481 33.5% 102,820 35.3% 

令和 22 （2040）年度 655,899 303,498 46.3% 114,111 37.6% 101,530 33.5% 

資料 平成 22 年、平成 27年、令和２年は総務省統計局「国勢調査報告」 

   令和７（2025）年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計 2019 年）」 

 

 

１ 「みえ高齢者元気・かがやきプラン」の推進 

令和３年度から令和５年度までを計画期間とする「みえ高齢者元気・かがやきプ

ラン」（第８期介護保険事業支援計画・第９次高齢者福祉計画）に基づき、介護サー

ビス基盤の整備、介護人材の確保・養成、在宅医療・介護連携や総合的な認知症施

策の推進など、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に取り組みます。 

 

２ 介護サービス基盤の整備 

依然として特別養護老人ホーム（以下「特養」という。）の入所待機者が多い状況
※１にあることから、施設サービスを必要とする方が円滑に介護保険施設を利用でき

るよう、引き続き、市町と連携して特養や地域密着型サービス等の整備を進めると

ともに、特養への入所については、必要性の高い申込者が優先的に入所できるよう

定めた「三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針」※２に沿った適切な運用を施

設に対して促すなど、介護度が重度で在宅生活をしている高齢者が円滑に入所でき

るよう取り組みます。 
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また、台風（風水害）や地震等の自然災害が発生した場合であっても介護サービ

スが安定的・継続的に提供されるよう、介護施設等が行う非常用自家発電設備・給

水設備の整備や水害対策を伴う改修等を支援します。 

さらに、介護保険事業所・施設等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に備え、マスクや消毒液等の衛生用品の備蓄、簡易陰圧装置・換気設備の設置、面

会室の整備等、生活空間の区分けなどの支援を行うとともに、新型コロナウイルス

感染症が発生した介護保険事業所・施設等に対しては、介護報酬の対象とならない

かかり増し経費について支援します。 

 

※１ 介護度が重度で在宅の特別養護老人ホームの入所待機者数（令和３年９月現在）178 人 

※２ 三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針における入所基準の概要 

① 入所申込受付に際し申込者全員について、要介護度等に応じて入所の必要性を点数化する。 

② 入所の順位は、点数化した結果、点数の高い者を上位とする。 

③ ②にかかわらず、次に掲げる要件に該当する者は、定員に空きができ次第、優先して入所

できるものとする。 

     ・介護者による虐待・介護放棄が認められ、緊急の保護を要すると市町が認める場合 

     ・災害時 

     ・その他特段の緊急性が認められる場合 

 

 

３ 介護人材の確保・養成 

介護人材の確保・養成を図るため、引き続き、三重県福祉人材センターによる無

料職業紹介・マッチング等の取組や、新たに福祉系高校の学生を対象に追加した介

護福祉士修学資金等の貸付、介護職場の魅力発信、地域医療介護総合確保基金を活

用した市町や介護関係団体等の取組を支援します。 

また、介護未経験者の参入促進に向けて、退職を控えた方を対象とした入門的研

修、コロナ禍において離職を余儀なくされた就職氷河期世代を対象とした介護職員

初任者研修などを実施します。 

さらに、外国人介護人材の参入を促進するため、技能実習生等を対象とした介護

技能向上のための研修を実施するとともに、介護施設等が実施する奨学金制度への

支援を行います。 

このほか、職場環境の改善に積極的に取り組んでいる介護事業所が社会的に評価

されるよう「働きやすい介護職場応援制度」の普及啓発や介護職員に対する相談窓

口の設置を行うとともに、介護職場における機能分担を進めるため、新たに普及推

進員を配置するなど「介護助手」の導入・定着に向けた取組の支援を行います。 
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４ 介護職員の処遇改善 

国の経済対策に基づき、令和４年２月から９月までの間、介護職員の処遇改善を

図るための「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。また、10 月以降は臨時

の介護報酬改定が行われ、同様の措置が継続されることとなっています。より多く

の事業者が処遇改善加算を取得できるよう、引き続き制度の周知を図ります。 

また、介護職員の負担軽減につながる介護ロボットや、介護記録から報酬請求業

務までの一連の業務の効率化につながるＩＣＴ機器の導入など、介護保険施設等が

行う介護現場の負担軽減や業務効率化を図る取組を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              移乗支援用の介護ロボット 

 

５ 在宅医療・介護連携の推進 

各市町において、介護保険法に基づく在宅医療・介護連携推進事業の取組が進め

られています。 

県では、市町ヒアリングを実施し、各市町の在宅医療・介護連携の現状や課題に

ついて把握するとともに、在宅医療・介護連携アドバイザーの市町等への派遣（12

市町２広域連合）、地域における在宅医療・介護連携の取組等を共有する地域包括ケ

ア報告会や各郡市医師会単位で在宅医療に係る普及啓発等に取り組んでいます。 

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025（令和７）年に向けて、各市町の状況に応じ

た在宅医療・介護連携の体制整備が必要であり、引き続き県医師会等と連携し、在

宅医療・介護連携アドバイザー派遣を推進するとともに、地域連携体制の強化に向

けた研修や市町の関心の高い事項に関する研修、在宅医療の普及啓発、地域におけ

る在宅医療提供体制整備に係る補助等の実施およびそれらの参加・活用の促進を図

り、市町の取組を支援していきます。 
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６ 総合的な認知症施策の推進 

「みえ高齢者元気・かがやきプラン」に沿って、認知症になっても安心して暮ら

せる認知症施策先進県をめざした取組を進めていきます。 

認知症サポーターや認知症の人を組織化し、認知症当事者や家族のニーズに合っ

た具体的な支援につなげる仕組み（チームオレンジ）の市町における立ち上げ(４

市)や活動を支援するとともに、同じ症状や悩みを持つ認知症当事者が相談支援を

行うピアサポート活動を推進します。 

また、市町における成年後見制度に係る中核機関の設置を促進するため、アドバ

イザーの派遣や研修会の開催等を実施します。 

さらに、認知症疾患医療センターを中心として認知症サポート医や医療機関等の

連携体制の強化を図るとともに、認知症ＩＴスクリーニング※３の活用地域のさらな

る拡大による認知症の早期診療・介入の実施や、診断後の認知症の人や家族に対す

る今後の生活にかかる相談支援の実施等を行います。 

 

※３ 認知症初期診断に IT ツールを活用し、かかりつけ医から依頼を受けた三重大学医学部附属病

院認知症センターが、職員を派遣して患者の検査を行い、そのデータを大学の認知症専門医

が判断して、かかりつけ医に結果を返す仕組みのこと。令和３年度は、19 市町で実施してい

る。 

 

 

 

＜認知症高齢者数の推計＞ 

 
平成 27 年 令和 2年 令和 7年 令和 22年 

（2015 年） （2020 年） （2025 年） （2040 年） 

65 歳以上高齢者数（三重県） 50.1 万人 53.2 万人 53.4 万人 55.4 人 

認知症高齢者数 （三重県） 7.9 万人 9.1 万人 10.1 万人 11.9 万人 

認知症患者の推定有病率 15.7% 17.2% 19.0% 21.4% 

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州 

大学二宮利治教授）により算出 
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（４）感染症対策の推進【感染症対策課】 

 

１ 新型インフルエンザやエボラ出血熱など、社会的影響の大きい感染症対策 

新型インフルエンザについては、患者発生に備え、抗インフルエンザ薬等の防疫

用品の備蓄・更新を行います。また、患者搬送用の移送車の配備を充実させるとと

もに、保健所等が新型コロナウイルス感染症患者の移送を行うなど、関係機関と連

携した取組が進んでいます。 

なお、エボラ出血熱等一類感染症が県内で発生した場合に備えた伊勢赤十字病院

（第一種感染症指定医療機関）への患者搬送等の実地訓練は、新型コロナウイルス

感染症での搬送経験を活かした訓練を実施します。 

 

２ 肝炎対策・エイズ対策 

ウイルス性肝炎やエイズの早期発見のため、保健所や県内医療機関において無料

で受けられる検査や啓発を実施しています。 

また、肝炎ウイルス検査の陽性者が慢性化・重症化することを防止するため、フ

ォローアップ事業を実施するとともに初回精密検査費用や定期検査費用の助成を

行っています。 

 

３ 結核対策 

結核の早期発見と適切な治療につながるよう、健康診断や医療費の助成、訪問指

導、服薬支援（ＤＯＴＳ）、接触者健診、結核菌分子疫学的解析等を実施し、感染拡

大防止を図っています。 

また、高齢者や外国人患者が増加していること等をふまえ、服薬指導、再発予防、

通訳利用等の支援を充実するとともに、身近な地域で結核の診療が受けられるよう、

関係機関と連携し、結核医療を担う医師の育成を図るなど、体制の充実を図ります。 

 

４ 予防接種対策 

三重県予防接種センターを国立病院機構三重病院に設置し、県民や市町からの相

談に対応するとともに、医療機関等に対し予防接種に関する情報提供を行っていま

す。 

また、市町と連携し、接種率の向上や接種間違いの防止、健康被害者の救済等に

取り組んでいます。 

 

５ 麻しん・風しん対策 

平成 31 年１月に県内で発生した麻しん集団感染事例について、三重県における

対応状況や今後に向けた対策を報告書としてまとめ、関係機関に周知するとともに、

ホームページに掲載し情報提供を行っています。 

また、麻しん・風しんはワクチン接種により予防が可能であることから、予防接

種の勧奨やポスターによる啓発などを行っています。 
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加えて、風しんについては、妊娠を希望する女性やその同居者を対象にした無料

の抗体検査を実施するとともに、昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４月１日生まれ

の男性を対象にした無料の抗体検査とワクチン接種が市町において円滑に実施さ

れるよう支援します。 
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（５） 健康づくりの推進【健康推進課】 

 

１ 健康づくりの推進 

「三重県健康づくり推進条例」をふまえ策定した「三重の健康づくり基本計画」

に基づき、取組を進めており、健康寿命の延伸などに向けて、生活習慣病予防への

さらなる対策が求められています。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により生活習慣が変化し、心身への影響

が生じる一方で、健康への関心が高まり、健康づくりに取り組んでいる県民が増加

していることから、これまでの取組を加速させるとともに、新しい生活様式に対応

した健康づくりの取組を進めます。 

 

（１）健康づくり・生活習慣病予防活動の推進 

「三重とこわか県民健康会議」を通じて、 

企業、関係機関・団体、市町との連携により、  

社会全体で健康づくりに取り組む気運の醸成 

を図ります。また、「三重とこわか健康経営 

カンパニー」認定制度や認定企業に対する 

「三重とこわか健康経営大賞」の表彰および 

「三重とこわか健康経営促進補助金」による 

支援を通じて、企業における健康経営を推進 

します。 

さらに、県民が主体的かつ継続的に健康づくりに取り組めるよう、企業や市町

と連携して「三重とこわか健康マイレージ事業」の取組を推進します。特に、デ

ジタル技術を活用した事業展開に向けて、市町への支援等を行うことにより、新

しい生活様式に対応した健康づくりを推進し、さらなる健康寿命の延伸や生活習

慣病の発症予防・重症化予防対策につなげていきます。 

糖尿病を含む生活習慣病の予防対策については、さまざまな主体との連携によ

り食育活動を推進し、バランスのとれた食事の大切さをはじめ、野菜摂取や減塩

の必要性について、イベント等の機会を通じて広く啓発を行います。 

特に、糖尿病の発症予防や重症化予防の取組を推進するため、糖尿病予防等に

関わる多職種の人材育成を行うとともに、糖尿病の予防や重症化予防の啓発に取

り組みます。 

受動喫煙の防止対策については、改正健康増進法に基づき、望まない受動喫煙

が生じないよう、引き続き、県民への啓発や施設管理者への助言・指導等を行う

とともに、「たばこの煙の無いお店」への登録や啓発を進めます。 
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（２）歯科保健対策の推進 

「みえ歯と口腔の健康づくり条例」をふまえ策定した「第２次みえ歯と口腔の

健康づくり基本計画」に基づき、むし歯予防に効果的な幼児期や学齢期における

フッ化物洗口や歯科保健指導の取組の支援を行うとともに、がん治療等における

医科歯科連携の促進を図ります。 

また、障がい児（者）の歯科診療の充実等に取り組むとともに、高齢者・医療

的ケア児等の在宅歯科保健医療ニーズに対応するための人材育成や、地域口腔ケ

アステーションと市町や在宅医療を提供する医療機関等との連携の強化を図りま

す。 

 

（３）難病対策 

難病医療費助成制度の円滑な運営のため、難病指定医および指定医療機関の確

保に取り組んでいます。また、難病診療連携拠点病院および難病診療分野別拠点

病院等が連携し、医療提供体制や相談支援体制の充実を図るとともに、難病患者

等の療養生活におけるＱＯＬの向上を図るため、三重県難病相談支援センターに

おいて、生活・療養相談、就労支援等を実施しています。 

 

２ 精神保健医療対策 

「第７次三重県医療計画」、「みえ障がい者共生社会づくりプラン」、「三重県ギャ

ンブル等依存症対策推進計画」および「三重県アルコール健康障害対策推進計画（第

２期）」に基づき、精神障がい者等が適切な医療や支援を受け安心して暮らせるよ

う、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。 

 

（１）精神疾患対策 

精神的不調を来した方が、夜間休日でも受診できる精神科救急医療体制の整備

や、精神科医を中心とした多職種チームで訪問活動を行うアウトリーチ事業など

を実施しています。また、長期入院患者の地域移行を促進するため、ピアサポー

ターが入院患者と交流し、退院後の地域生活の不安を解消する取組を行うととも

に、精神障がいについての偏見をなくすため、ピアサポーターや支援者等による

啓発活動を実施します。 

 

（２）依存症対策 

依存症対策に総合的かつ計画的に取り組むため、令和４年３月に「三重県ギャ

ンブル等依存症対策推進計画」および「三重県アルコール健康障害対策推進計画

（第２期）」を策定しました。これらの計画に基づき、当事者、家族等からの相談

に応じる体制や治療拠点機関を中心とした治療体制のさらなる充実を図るととも

に、早期発見や早期介入、切れ目のない治療・回復支援の実現をめざして取組を

進めます。 
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３ 生きづらさを抱えている人を受け止める社会づくり 

自殺対策について、「第３次三重県自殺対策行動計画」に基づき、関係機関・団体、

市町等と連携し、支援者の人材育成やうつ・自殺等のこころの健康問題に関する正

しい知識の啓発などの取組を進めます。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により自殺リスクが高まっている状況を

ふまえ、夜間・休日においても対応できる電話相談や、若者にとって身近なツール

であるＳＮＳを活用した相談体制の整備、若者の視点を反映した啓発活動等に引き

続き取り組みます。加えて、令和４年度末までが計画期間である「三重県自殺対策

行動計画」について、次期計画を策定します。 

ひきこもり支援については、令和４年３月策定の「三重県ひきこもり支援推進計

画」に基づき、特に精神保健分野について、ひきこもり地域支援センターに支援員

を設置し、専門相談や家族教室等を開催します。さらに、医療的な支援を中心とし

た多職種の連携による訪問支援や人材育成の取組を進めます。 

-30-



（６）国民健康保険制度・福祉医療費助成制度【国民健康保険課】 

 

１ 国民健康保険制度 

平成 30 年度から都道府県が市町村とともに国保の運営を担い、財政運営の責任

主体として中心的な役割を果たすこととされました。 

国保の財政運営にあたっては、都道府県が都道府県内の医療費を推計し、それを

各市町村に国保事業費納付金として納付してもらい、保険給付に必要な費用を全額、

各市町村に対して支払うという共同運営を行っています。 

県内市町ごとの国保事業費納付金の額の決定から、各市町への保険給付費等交付

金の交付に至るまで大きな問題が生じることもなく、国保運営事業は順調に行われ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予防・健康づくりをはじめとする医療費の適正化に向けた取組等を支援するため、

国は、平成 30 年度から国保保険者の医療費適正化や保険運営の安定化の取組（例

えば、特定健康診査の受診率や後発医薬品の使用割合等）を指標化し、交付金に反

映させる「保険者努力支援制度」を創設し、また、県においては、保険者努力支援

制度の指標向上を促進する取組に対する独自の交付金として「保険者取組支援制度」

を創設し、県内市町全体の医療費適正化等の支援を積極的に行っています。 

今後も、三重県国民健康保険運営方針等に沿って、市町の国保事業の安定的な運

営を支援しながら、保険者努力支援制度等を活用し、医療費適正化や収納率の向上

などの取組を促進します。 

今後の財政運営については、国民健康保険の財政運営の責任主体として市町や関

係団体と連携し、安定的な財政運営や効率的な事業実施に努めつつ、附属機関であ

る三重県国民健康保険運営協議会の議論もふまえ、適切に対応していきます。 

 

 

県 

２９市町 

住  民 

 

国保財政運営の仕組み 

保険給付費の支払 納付金の納付 

独自の保健サービス

（健康教室等） 
保険料（税）の賦課・徴収 

国・県等からの別途

交付金等 

医

療

機

関 

医療費支払 

受診 

（自己負担金） 
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【参考】納付金と保険料（税） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

２ 福祉医療費助成制度 

福祉医療費助成制度は、子ども、障がい者および一人親家庭等の対象者の医療費

負担を軽減し、安心して必要な医療を受けられる環境を整えるため、国の医療保険

制度を補完するものとして、市町が行う医療費助成事業に対して、その費用の２分

の１を補助するものです。 

平成 24 年９月には、子ども医療費助成について、小学校就学前までとしてい

た補助対象を小学校６年生まで拡充しました。 

さらに、これまで償還払い（医療機関での窓口負担相当額が、後日償還される方

式）を前提としてきましたが、窓口での一時的な自己負担も困難な家庭の存在が指

摘されていることから、家庭の経済状況に関わらず子どもがより安心して医療を受

けることができるよう、セーフティネットの拡充を目的として、平成 30 年度から

医療費の窓口無料化（現物給付）に対応した補助制度の拡充を行いました。 

現在、県内すべての市町において子どもの医療費の窓口無料化（現物給付）が実

施されており、令和元年９月からは、居住の市町の医療機関等だけでなく、県内の

全ての医療機関等において、窓口無料化（現物給付）のサービスが利用できる「相

互乗り入れ」が始まっています。 

今後も引き続き、市町が実施する子ども、障がい者および一人親家庭等の医療費

助成事業を支援しつつ、国における早期の制度化を要望していきます。 

 

 

 

支払われる医療費等の財源 
（医療給付費、後期高齢者支援金、介護納付金） 

 

 

 

 

 

 

県特別会計 
の収入 

市町の 
収入 

住民の負担 

県予算で決定 

市町から納付される納付金 
交付金等（国交付金、前期高齢者交付金、 

県一般会計からの繰入金など） 

国・県 

交付金等 
住民からの保険料 

市町へ払う保険料 

ここで独自の保健サービス 
（健康教室や保健指導等） 
を行っている 

 

市町予算で決定 
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【福祉医療費助成制度の概要】 

 

 補助対象者 ※ 窓口無料化（現物給付）に伴う 

県補助対象者 

①子ども 

小学校６年生までの入通院を対

象 

児童扶養手当の所得制限基準を

適用した「子ども医療費助成制

度」の対象となる０～６歳の子ど

も 

②障がい者 

身体障がい者１～３級および知

的障がい者重度・最重度の入通

院、身体障がい４級かつ知的障が

い中度である者の入通院並びに

精神障がい者１級の通院を対象 

児童扶養手当の所得制限基準を

適用した「障がい者医療費助成制

度」の対象となる０～６歳の子ど

も 

③一人親家庭等 

18 歳未満児を扶養している一人

親家庭等の母又は父およびその

児童並びに父母のない 18歳未満

児を対象 

「一人親家庭等医療費助成制度」

の対象となる０～６歳の子ども 

 ※ 市町が、独自で対象の拡大を行っている場合があります。 
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（７）食の安全・安心の確保【食品安全課】 

 

食の安全・安心を確保するため、「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」に基

づき、食品の生産から流通に至る一貫した監視指導、計画的で効率的な検査の実施、

食品事業者・消費者への情報提供、食品表示の適正化等に総合的に取り組んでいます。 

これらの取組を推進するため、毎年度「三重県食品監視指導計画」を策定し、食品

関係施設の監視指導、食品の収去※１検査、自主衛生管理の促進、食品表示の適正化の

支援等を計画的に実施しています。 

 

※１ 食品衛生法第 28 条第１項に基づき、厚生労働大臣または都道府県知事等が安全性の確認等の

ため必要と認めるとき、必要な範囲で、食品、添加物、器具・容器包装を無償でサンプリング

できる行為。 

 

１ 食品関係施設の監視指導 

腸管出血性大腸菌、カンピロバクターおよびノロウイルスによる食中毒対策や、 

観光地における食中毒発生の予防対策を重点項目として監視指導を実施していま

す。 

今後も引き続き、食中毒対策等に重点を置き監視指導を実施します。 

※令和３年度監視指導件数 8,016 件 

 

食中毒発生件数 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 

三重県 
(四日市市を除く) ６ ８ ５ ４ 

四日市市 １ ０ ２ ３ 

  ※発生件数は、1月から 12 月の集計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品製造施設の監視指導 
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２ 食品の収去等検査 

食品中の残留農薬や食品添加物、微生物等について収去等検査を行い、衛生基準

等に不適合があった場合は、食品事業者に対し、指導を行い、改善を確認すること

で、食品の安全確保を図っています。 

  ※令和３年度収去等検査 1,286 件（不適合 33 件 全て改善済） 

 

３ と畜検査・食鳥検査 

と畜場および大規模食鳥処理場における施設の衛生管理、食肉・食鳥肉の衛生的

な取扱について監視指導を行い、と畜検査・食鳥検査を全頭（羽）実施することで、

安全で安心な食肉・食鳥肉を供給しています。 

また、と畜場および大規模食鳥処理場におけるＨＡＣＣＰ※２に基づいた衛生管理

の実施に係る監視指導を実施しています。 

  ※令和３年度検査頭数 牛：6,116 頭 豚：63,647 頭 食鳥：1,103,075 羽 

 

４ 食品表示の適正化 

食品表示の適正化を図るため、食品関連事業者に対して監視指導を行うとともに、

一般社団法人三重県食品衛生協会と連携し、食品表示法に基づく表示制度の普及啓

発を実施しています。 

  ※令和３年度食品表示指導品目 5,173 品目（不適合 359 品目 全て改善済） 

 

５ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化 

平成 30 年６月の食品衛生法改正に基づき、令和３年６月から、全ての食品事業

者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を行うこととなりました。 

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理では、これまで求められてきた一般衛生管理に加え、

食品に使用する原材料、製造・調理の工程等に応じた衛生管理計画の策定、記録の

保存を行う作業が必要になります。これらの作業は食品事業者にとって大きな負担

になると考えられることから、事業者が円滑にＨＡＣＣＰを導入し、適切に運用で

きるよう、引き続き、一般社団法人三重県食品衛生協会等と連携し、事業者の取組

を支援します。 

 

 

※２ Hazard Analysis Critical Control Point（危害分析重要管理点）。食品の製造において、施

設の清掃や食品取扱者の衛生管理等の従来の一般衛生管理に加え、製造の工程ごとに微生物

や異物混入の危害があるか分析し、管理することで食品の安全性を高め、食中毒等の健康被

害を未然に防ぐ衛生管理方法。 
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（８）動物愛護の推進【食品安全課】 

 

「第３次三重県動物愛護管理推進計画」に基づき、犬・猫の殺処分数ゼロに向け、

引取り数を減らすための飼い主への終生飼養の指導や動物愛護教室等の普及啓発活

動、引き取った動物の譲渡事業等に重点的に取り組んだ結果、殺処分数は着実に減少

しています。 

 引き続き、殺処分数ゼロに向けた取組を進めるとともに、５周年を迎える三重県動

物愛護推進センター（あすまいる）（以下「あすまいる」という。）を拠点に、災害時

などの危機管理対応の取組として、ペットの飼い主に対して平常時から備えるべき対

策の啓発を重点的に実施し、人と動物が安全・快適に共生できる社会の実現をめざし

ます。 

 

 <県の取組実績> 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

やむを得ず殺処分となっ

た犬・猫の数 
115 匹 97 匹 50 匹 7 匹 

動物愛護体験学習、動物

愛護教室、講習会等 

114 回 

3,474 名 

124 回 

2,776 名 

69 回 

957 名 

61 回 

530 名 

犬・猫の引取り数 744 匹 530 匹 439 匹 325 匹 

ペットに関する防災対策

を行っている人の割合 
― ― 44.4％ 44.9％ 

 

１ 「あすまいる」の取組 

（１）殺処分数ゼロに向けた取組 

譲渡対象動物の一定期間の飼養、診療、しつけ方教室等の充実や、犬・猫の譲

渡の推進および動物愛護管理の普及啓発を効果的に行うとともに、引取り数の多

くを占める飼い主のいない猫を減らす取組の 1 つとして、不妊去勢手術を実施す

ることで、猫のみだりな繁殖を防ぎ、殺処分数の減少につなげます。 

さらに、収容中に死亡することが多い幼齢の 

子猫を健全に育成し、譲渡につなげるため、令 

和３年度から、幼齢の子猫を家庭で一時的に預 

かり、譲渡可能な日齢まで育成する「子猫育成 

サポーター」の募集を開始しました。その結果、 

９名の子猫育成サポーターの協力により、57 匹 

の猫を譲渡することができ、殺処分数を大きく 

減少させることができました。 

 

 

 

「あすまいる」は 

令和４年５月 28 日に 

開館５周年を迎えます 
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（２）災害時などの危機管理対応の取組 

人と動物の命を守るため、災害対策用品の備蓄の充実等、災害時の動物救護体

制を強化するとともに、飼い主責任を前提とした同行避難のためのしつけや健康

管理、避難用品の備蓄等の防災対策の啓発等を実施することで、ペットの防災対

策に対する県民の意識向上を図ります。 

 

（３）さまざまな主体との協創の取組 

地域ボランティア、動物愛護推進員および関係団体などがアクティブシチズン

として積極的に県の動物愛護管理の推進に関わることができる活動の実施をめざ

します。 

また、令和元年度に民間企業と締結した動物愛護管理に関する協定に基づき、

譲渡の促進や動物愛護の取組に係る情報発信をより一層進めていきます。 

 

<「あすまいる」の取組実績> 

令和２年度 令和３年度 

来場者数 1,184 組、2,409 名 924 組、1,954 名 

動物愛護体験学習、動物愛護

教室、講習会等 
54 回、352 名 56 回、340 名 

犬・猫の譲渡数 
犬 74 匹 猫 293 匹 

計 367 匹 

犬 55 匹 猫 234 匹 

計 289 匹 

飼い主のいない猫の減少に

向けた取組 

不妊去勢手術等数 

猫 1,298 匹 

（うち耳カットのみ 17匹） 

不妊去勢手術等数 

猫 1,132 匹 

（うち耳カットのみ８匹） 

 

２ クラウドファンディングの活用 

平成 30 年度から、クラウドファンディングにより募集した寄附金を活用し、「飼

い主のいない猫の減少に向けた取組」を行っています。令和３年度は、７月１日か

ら 10 月 31 日にかけて、猫の不妊去勢手術や子猫の育成サポーター費用にかかる寄

附を募ったところ、県内外 279 名の方より、目標金額 200 万円を大きく上回る 300

万5千円もの支援をいただき、783匹の不妊去勢手術を実施することができました。 

今年度も、引き続き飼い主のいない猫の減少に向けて、 

クラウドファンディングを活用し、事業を実施していき 

ます。 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

クラウドファンディング 

募集ポスター 
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（９）医薬品等の安全・安心の確保【薬務課】 

 

１ 医薬品等の安全な製造・供給と適正使用の推進 

医薬品等の安全性を確保するため、医薬品製造業者等に対する監視指導を実施し、

健康被害の原因となりうる不良医薬品等の発生防止に取り組むとともに、県民に対

して医薬品等の正しい知識を提供し、適正な使用の推進を図ります。 

また、令和３年８月から始まった地域連携薬局※１や専門医療機関連携薬局※２の認

定制度を通じて、患者が自身に適した薬局を選択できる環境づくりに努めています。 

 

※１ 入退院時等の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対

応できる薬局として、構造設備、業務体制・実績等の認定要件を満たした薬局。地域において、他の薬

局の業務を支えるような取組も期待される。（令和４年４月末現在 ４０薬局） 

※２ がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局として、構造設備、業務体制・実績等

の認定要件を満たした薬局。他の薬局に対しても、専門的な薬学管理が対応可能となるよう支える取組

も期待される。（令和４年４月末現在 ５薬局） 

 

２ 薬局機能の強化 

患者本位の医薬分業に向けた「かかりつけ薬剤師・薬局」制度を推進するため、

在宅医療への参画や多職種との連携などに取り組む薬剤師・薬局を支援します。 

また、中学生や高校生に対して薬剤師の魅力を伝える啓発を行うとともに、休職

中の薬剤師に対する研修等の復職支援等に取り組むなど薬剤師の確保を図ります。 

 

３ 血液事業の推進 

少子高齢化に加え、若年層の献血率の低下が進む中、将来にわたり安定して血液

を供給していくためには、若年層の協力が必要不可欠であることから、新型コロナ

ウイルスの感染拡大防止に配慮したうえで、高等学校における献血セミナーを開催

するとともに、高校生・専門学校生・大学生による献血推進ボランティア「ヤング

ミドナサポーター」と連携した若年層への啓発活動を推進し、献血者の確保に取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤングミドナサポーターによる街頭啓発 献血・骨髄バンク普及啓発資材 
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４ 骨髄バンク事業の推進 

白血病をはじめとした正常な造血が行われなくなった患者を救うためには、一人

でも多くの骨髄ドナーの登録が必要です。このため、県では、ボランティア団体や

市町等の県内関係者による「三重県骨髄提供の環境向上委員会」において、骨髄バ

ンク推進方策についての協議等を行うとともに、骨髄バンクの普及啓発や臨時ドナ

ーの登録受付等により、骨髄ドナー登録者の確保に取り組んでいます。 

また、三重県骨髄等移植ドナー助成事業補助金を活用し、県内市町へのドナー助

成制度導入を促すなど、骨髄移植しやすい環境づくりを進めています。 

 

５ 薬物乱用防止対策 

覚醒剤をはじめとする薬物事犯による検挙者数は高い水準で推移しています。 

また、近年増加している大麻事犯では、ＳＮＳ等を介して販売される等、流通形

態が巧妙化・潜在化するとともに、若い世代の乱用拡大が深刻な社会問題となって

います。 

  こうしたことから、薬物乱用防止講習会や啓発活動による「未然防止対策」、関係

機関が連携した「取締り」、さらに薬物依存者やその家族等に対する支援を中心と

した「再乱用防止対策」の３つの対策により、薬物乱用を許さない社会環境づくり

を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 

令和３年度 薬物乱用防止ポスター最優秀作品 
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（10）ライフイノベーションの推進【薬務課】 

   

医療・健康・福祉産業（ヘルスケア産業）を戦略的に振興することにより、地域

経済を担う新たなリーディング産業の創出と集積を図るとともに、医療・健康・福

祉に関連した質の高い製品・サービスを供給できる地域づくり、県民の健康・福祉

の向上をめざす「みえメディカルバレー構想」（平成 14 年２月）を策定しました。 

  同構想の推進に向けて、平成 24 年７月に県内全域が「みえライフイノベーショ

ン総合特区」（以下「特区」という。）として国の地域活性化総合特区の指定を受け、

医療・福祉機器や医薬品等の創出、企業や研究機関の県内への立地促進、雇用の拡

大など産学官民が連携し経済の活性化をめざす取組が行われています。 

 

みえメディカルバレー構想 実施計画の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この特区においては、企業等のヘルスケア関連製品の研究開発を支援する拠点と

して、県内７箇所に「みえライフイノベーション推進センター」（ＭｉｅＬＩＰ）を

設置しています。ＭｉｅＬＩＰを核として、統合型医療情報データベースを活用し

た共同研究、産学官民連携による製品開発プロジェクトの組成、地域内での実証・

臨床試験の実施による製品・サービスのブラッシュアップ、国内外への販路開拓、

立地支援等に取り組んでおり、令和２年度実績に基づく国からの特区評価において、

全国のライフイノベーション関連特区 10 地区中１位との高い評価をいただきまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

【基本方向】 

１ ヘルスケア産業の連携基盤の充実・
強化 

２ 医薬品・化粧品・医療機器・機能性食
品等産業の競争力強化 

３ 新たな健康需要に対応するヘルスケ
ア産業の創出 

１期総合特区計画 

（平成 24 年 7 月～平成 28 年度） 

・研究開発支援拠点「みえライフイノベー 

ション推進センター」（MieLIP）の設置 

・統合型医療情報データベースの構築 

第 4 期実施計画 
（平成 28 年度～令和元年度） 第 1 期実施計画 

（平成 14 年度～） 

 

第 2 期実施計画 
（平成 20 年度～） 

 

第 3 期実施計画 
（平成 24 年度～27 年度） 

 
 
 

 

【基本方向】 

１ ヘルスケア産業の連携基盤・研究開発基盤の
充実・強化・活用 

２ 医薬品・化粧品・医療機器・機能性食品等産
業の競争力強化 

３ 新たな健康需要に対応するヘルスケア産業 

  （次世代ヘルスケア産業）の創出 

４ 社会経済情勢の変化に伴う課題への対応 

 

みえヘルスケアインダストリー5.0 
（令和２年度～） 

 

２期総合特区計画 

（平成 29 年度～令和 3 年度）

 

３期総合特区計画 

（平成4年度～令和8 年度） 

みえライフイノベーション総合特区 評価指標・数値目標（令和４年度～令和８年度） 

①ヘルスケア分野におけるデータ、デジタル技術を活用した取組                        目標値：10件（令和4～令和8年度 累計）                                              

②MieLIPを活用して製品化されたヘルスケア分野の製品・サービス数    疾病・医療・介護領域     目標値：30件（令和4～令和8年度 累計）  

                                                予防・健康領域        目標値：30件（令和4～令和8年度 累計）            

③ヘルスケア分野の製品・サービスの創出に伴う新市場開拓規模     目標値：656百万円/年(令和2年度実績) ⇒701百万円/年(令和8年度) 

④ヘルスケア分野の製品・サービスの創出に伴う新規雇用創出数     目標値：59人/年（令和2年度実績） ⇒68人/年（令和8年度） 

⑤ヘルスケア分野企業（第2創業含む）および研究機関の立地件数    目標値：113件（平成24年度～令和2年度実績 累計） ⇒191件（平成24年度～令和8年度 累計） 
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１ 令和３年度の取組実績 

医療機器メーカー等と医療・福祉機器等の製品開発をめざす県内企業との面談を

15 件実施した結果、マッチング成立に向けて今後につながる案件が８件となるとと

もに、感染対策製品の開発企業と開発された製品を試用したい医療・介護現場等を

つなぐウェブサイト「みえメディカルトライ」の利用実績は、令和３年度末時点で、

開発企業８社、製品 12 種、試用施設 45 件となっています。こうした取組により、

令和３年度にヘルスケア分野の製品が５件上市されました。 

また、特区継続に向けて、令和４年度から５年間を計画期間とする３期特区計画

の策定に取り組み、認定を受けるとともに、薬草湯施設を含む「ＶＩＳＯＮ」の開

業、医療・福祉機器製造、医薬品の品質管理をテーマとした研究会の開催、熊野古

道健康ウォーキングツアーの実施などの取組が行われました。 

 

【令和３年度に開発された製品例】 

      三重化学工業株式会社    日本ケミカル工業株式会社   今井工作所 

       温熱剤「バリアホット」  体幹保持クッションワイド版   揺れカット 

   

 

 

 

                

 

 

２ 今後の取組方針 

ＭｉｅＬＩＰ等の研究開発支援プラットホーム、総合特区における支援措置、さ

らにはヘルスケア分野のデータ、デジタル技術も活用しながら、支援施策の活用や

実証への支援に取り組みます。 

これにより、新たな製品・サービスを創出するとともに、企業や研究機関の立地、

研究開発資金の投入、雇用の拡大等によって、ヘルスケア産業の振興を通じた県内

経済の活性化を生み出し、医療・福祉現場の課題解決や健康寿命の延伸を通じた県

民のＱＯＬ向上につなげ、本県がライフイノベーションに寄与する地域になること

をめざします。 

 

＊車いす搬送時 

の縦揺れを軽 

減するもの 
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